
申請者は
●保護者
●生徒が18歳に達するまで保護者であった方
●生徒本人
のいずれかです。

申請日は以下の①、②のいずれか早く到達する日
①定期券有効期間の最終日の30日前(有効期間が１カ月
の定期券は10日前)から有効期間の最終日の30日後まで
②令和９年２月26日
※ただし申請日が②である場合は、後日、学校事務室におい
て、定期券の原本の再確認が必要です。詳細は高校生通
学費給付金ホームページをご確認ください。

学校及び事務局で記載しますので、申請者
は何も記載しないでください。

定期券の券面を確認しながら、必要事項を記載してく
ださい。

なお、定期券の券面に購入金額が記載されていない
場合は、領収書の金額を記載するとともに、申請書類
にその領収書を添付してください。



給付金振込先を記載してください。
なお、申請者 (別記様式１の１枚目右上に記載された方)名義の通帳
以外への振り込みはできませんので、ご注意ください。
また、ここに記載された情報が分かるように、通帳（表紙を開いた見開き
ページ）のコピーを提出してください（同一年度に同じ方が申請を既に
行っている場合で、振込先が同じ場合は通帳のコピーは不要です。ただし、
「３ 給付金振込先」の欄への記載は必要）。

学校及び事務局で記載しますので、申請者
は何も記載しないでください。

通学用定期券に関する支援について記載
してください。



申請者 (別記様式１の１枚目右上に記載された方)が内容をよく読み、誓約する内容について４カ所の
□に をいれてください。
なお、１つでも が入っていない場合は、給付金は給付できません。

申請者 (別記様式１の１枚目右上に記載された方)が、記載してください。



申請者 (別記様式１の１枚目右上に
記載された方)が、記載してください。

この部分をよくお読みいただいて、同意書
を提出してください。

同意書を提出する際は、本人確認書類の提出が必要となります。本人確認書類は「住所」「氏名」
「生年月日」が記載されているものに限ります。

なお、本同意書に代えて、県税の完納証明書(コピー不可)を提出していただくこともできます。県税の完納証明
書は最寄りの県税事務所で交付（手数料が必要）できます。

また申請の際、本同意書を提出いただいた場合は、次回以降の申請の際に同意書・完納証明書ともに提出して
いただく必要ありません(同一年度内に限る)。県税の完納証明書を提出された場合は、申請のたびに完納証明
書(コピー不可)を提出していただく必要がありますので、ご注意ください。

注意
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